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 第 16 回  熊本県議会 道州制問題等調査特別委員会会議記録 

 

平成25年12月12日（木曜日） 

            午前10時２分開議 

            午前11時18分閉会 

――――――――――――――― 

本日の会議に付した事件 

（１） 地方分権改革について 

（２） 道州制について 

（３） 閉会中の継続審査事件について 

――――――――――――――― 

出席委員（15人） 

        委 員 長 溝 口 幸 治 

        副委員長 池 田 和 貴 

        委  員 前 川   收 

        委  員 大 西 一 史 

        委  員 井 手 順 雄 

        委  員 松 田 三 郎 

        委  員 重 村   栄 

        委  員 田 代 国 広 

        委  員 松 岡   徹 

        委  員 西   聖 一 

        委  員 渕 上 陽 一 

        委  員 増 永 慎 一 郎 

        委  員 杉 浦 康 治 

        委  員 前 田 憲 秀 

        委  員 甲 斐 正 法 

欠席委員（なし） 

委員外議員（なし） 

――――――――――――――― 

説明のため出席した者 

 総務部 

         部 長 岡 村 範 明 

 理事兼市町村・税務局長 楢木野 史 貴 

  首席審議員兼人事課長 金 子 徳 政 

        財政課長 福 島 誠 治 

        税務課長 渡 辺 克 淑 

     市町村行政課長 原     悟 

     市町村財政課長 髙 山 寿一郎 

企画振興部 

 総括審議員兼政策審議監 内 田 安 弘 

        企画課長 小 原 雅 晶 

健康福祉部 

首席審議員兼 

    健康福祉政策課長 古 閑 陽 一 

環境生活部 

首席審議員兼 

      環境政策課長 宮 尾 千加子 

商工観光労働部 

      政策審議監兼 

      商工政策課長 出 田 貴 康 

農林水産部 

    農林水産政策課長 田 中 純 二 

土木部 

        監理課長 成 富   守 

        審議員兼 

   都市計画課課長補佐 田 尻 雅 裕 

教育委員会事務局 

      教育政策課長 能 登 哲 也 

――――――――――――――― 

事務局職員出席者 

   政務調査課課長補佐 板 橋 徳 明 

   議事課主幹     左 座   守 

――――――――――――――― 

  午前10時２分開議 

○溝口幸治委員長 ただいまから第16回道州

制問題等調査特別委員会を開会いたします。 

 それでは審議に入ります。 

 本委員会に付託されている調査事件は、地

方分権改革に関する件、道州制に関する件で

あります。 

 まず、執行部からの説明の後に一括して審

議を行いたいと思います。 

 それでは、議題１と２について、小原企画
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課長お願いいたします。 

 

○小原企画課長 企画課の小原でございま

す。 

 それではまず、地方分権改革関係について

御説明をいたします。 

 資料、地方分権改革関係をめくっていただ

いて、３ページをお開きください。 

 ページの上から、地方分権改革のこれまで

の経過を簡単にまとめております。 

 ページ一番下の枠囲み、政権交代後の動き

についてでございますが、９月の特別委員会

で御報告をさせていただいた以降は、法案成

立や閣議決定といった大きな動きはあってお

りません。 

 しかしながら、一番下の下線、事務・権限

の移譲等に関する見直し方針については、去

る12月10日に第11回地方分権改革有識者会議

で了承されており、それを受け今月中に地方

分権改革推進本部で決定され、同じく今月中

に閣議決定がなされる予定です。 

 次に、４ページをお開きください。 

 ことし６月に成立した第３次一括法に係る

本県の取り組み状況について御説明いたしま

す。 

 ページ上段の枠囲み、義務付け・枠付けの

見直しと条例制定権の拡大というところをご

らんください。 

 ９月の特別委員会で御説明した内容から変

更となった部分は、表の一番右の欄、提案状

況の欄になります。前回御説明した段階で

は、条例制定の時期が未定のものが多い状況

でしたが、一番左の欄の法律名、上から地方

公務員法、地方税法、社会教育法、刑事収容

施設及び被収容者等の処遇に関する法律並び

に介護保険法の介護保険審査会の委員の定数

を条例で定める部分の５法令分につきまして

は、平成26年２月議会に条例案を提案する予

定で準備を進めております。それ以外の介護

保険法の居宅介護支援事業の運営基準等の部

分及び民生委員法につきましては、平成27年

４月まで経過措置が設けられておりますの

で、平成26年度中の条例改正を予定しており

ます。 

 次に、同じページ下の欄、基礎自治体への

権限移譲ですが、こちらは９月の特別委員会

で御説明した内容から変更はございません。 

 次に５ページが、第３次一括法の対応に関

する工程表でございます。こちらも９月の特

別委員会で御説明した内容から大きな変更は

ございませんが、26年４月の施行に向け条例

提案準備など必要な準備作業に取り組んでい

るところでございます。 

 ６ページをお開きください。 

 ９月13日に第３回地方分権改革推進本部で

示された資料で、国から地方公共団体への事

務・権限の移譲等に関する当面の方針につい

て記載されております。こちらの資料につき

ましては、９月の特別委員会でも御報告した

ところですが、先ほど申し上げましたとおり

去る12月10日に、第11回地方分権改革有識者

会議で、事務・権限の移譲等に関する見直し

方針が示されましたので、そちらの内容も含

めて改めて御説明いたします。 

 ２つ目のポツの、当面の方針の枠囲みをご

らんください。 

 国から地方公共団体への移譲等の検討がな

されている事務・権限について、１番目の

(1)地方公共団体に移譲する方向の事務・権

限から、(4)引き続き検討・調整を要する事

務・権限の４つのカテゴリーに分類されてお

ります。 

 (2)関連する事務・権限の移譲の可否等の

検討・調整を要する事務・権限、これが29事

項、及び(4)引き続き検討・調整を要する事

務・権限24事項について移譲の見直しができ

ないか、各府省等にて改めて検討がなされま

した。 

 その結果、12月10日に開催された第11回地

方分権改革有識者会議で了承された事務・権
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限の移譲等に関する見直し方針では、この

(1)の地方公共団体に移譲する方向の事務・

権限がここには44事項と書いてございます

が、これが48事項と４項目ふえ、(3)の移譲

以外の見直しを着実に進める事務・権限が、

こちらでは３事項と書いておりますが、これ

が17事項となりました。 

 なお、事務・権限の移譲等に関する見直し

方針では、国から地方公共団体への事務・権

限の移譲等に加え、都道府県から指定都市へ

の事務・権限の移譲等についても見直し方針

が示されています。 

 これらの法律改正事項につきましては、同

６ページの一番下の(5)のとおり、一括法案

等を、平成26年通常国会に提出することを基

本とされています。 

 次に７ページをごらんください。 

 こちらは10月28日に佐賀県で開催された九

州地方知事会議において「分権型社会の確立

に向けた取組について」という特別決議がな

されたものです。会議では、これまでの九州

広域行政機構などの分権型社会の確立に向け

た活動を踏まえ、現在政府が進めている分権

や道州制の議論に、九州地方知事会としてど

う対応するかについて議論され、この特別決

議としてまとめられました。ページの右側半

分が要望の具体的な３つの項目となります。 

 まず１ですが「今後の展望を明らかにする

とともに、道州制の議論にかかわらず、分権

改革を着実に推進すること。」としておりま

す。 

 次に２ですが「国から地方への権限移譲に

ついては、地方分権改革推進本部で決定した

「国から地方公共団体への事務・権限の移譲

等に関する当面の方針について」に基づき、

着実に取組を進めること。」「ハローワークや

農地転用など地方からの要望が強い分野の見

直しを強力に進めること。」また、国の出先

機関の地方移管については、これまでの議論

を踏まえて複数の県域にまたがる事務・権限

の移譲も含め、議論を前向きに進めてもらい

たいとしております。 

 次の３につきましては、道州制の部分につ

いてでございますので、後ほど御説明させて

いただきます。 

 地方分権改革関係の説明は、以上です。 

 続きまして、道州制関係について御報告さ

せていただきます。10ページをお開きくださ

い。 

 道州制関係の動きを一覧にしております。

ゴシック体、少し太く書いてあるのが本県内

の動きでございます。下線を引いているの

が、今回新たに御説明する内容となります。 

 まず９月26日、自民党道州制推進本部から

全国知事会に回答としておりますが、これは

全国知事会が、８月６日に自民党道州制推進

本部に要請しておりました内容に対する回答

でございます。その内容につきましては、次

の11ページをごらんください。 

 済みません、縦書きになっておりますが、

このページは、11月８日に開催された全国知

事会議で配付され、報告された内容のもので

す。道州制に係る要請活動について、全国知

事会の活動の経緯と回答の概要を記載してお

ります。 

 まず上の部分の黒四角のところ、８月６

日、自由民主党道州制推進本部へ全国知事会

が要請しておりますが、その内容は、基本法

案には道州制の必要性や理念、姿が明確に示

され、その上で国と地方双方のあり方を見直

す抜本的な改革であることが明確にされなけ

ればならないというものでした。 

 それに対し、その次の白四角、９月26日の

自民党の回答は、中ほどの四角囲みでござい

ますが、一番最初に「基本法案は道州制の導

入を前提とするものではない。」「基本法案

は、道州制国民会議を設置し、道州制の在り

方について基本的な検討を行い、その結果を

議論のたたき台として取りまとめ、その後国

民的議論に資することを趣旨とする。」「道州
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制をどのような形にするべきかなどを含め、

道州制国民会議で全て検討すべきものと考え

ている。」「地方分権の推進については、現在

の地方自治の仕組みの下では、ほぼ限界に達

しているというのが当本部の基本認識であ

る。」としており、道州制の内容について

は、道州制国民会議で検討されるものという

ことで、より詳しい内容を法案に記載するこ

とはないという姿勢が示されました。 

 このため全国知事会は10月８日、自由民主

党道州制推進本部に書簡を送付し、要請の各

項目を基本法案に明確に反映されるよう改め

て要請しております。その内容は、次の12ペ

ージでございます。 

 12ページでございます。５段落目でござい

ます。全体の真ん中より少し下でございま

す。「しかしながら」のところでございます。

「しかしながら」の、それから４行目でござ

います。「本会要請項目は基本法案の内容と

して盛り込まれるべき事項との位置付けであ

るのに対し、それらに対する回答の多くが

「道州制国民会議において検討されるもの」

とされております。つきましては、今後の基

本法案の御検討に当たっては、本会要請の各

項目を基本法案に明確に反映されますよう改

めてお願い」するとしております。 

 申しわけありません、再び10ページに戻っ

ていただきまして、下線の引いてある10月28

日の分でございます。 

 10月28日には、先ほど地方分権の中でも御

説明いたしましたが、九州地方知事会議が佐

賀市で開催され「分権型社会の確立に向けた

取組について」という特別決議を行っており

ます。 

 恐れ入りますが、もう一度７ページをごら

んください。左側の３段落目です。真ん中ほ

どでございます。「一方、与党において「道

州制推進基本法案」が検討されるなど、国に

おいて道州制に関する議論が活発化している

が、依然として、その理念や具体的な将来像

は明らかにされておらず、地方自治の将来に

ついて不安や懸念の声も上がっている。もと

より道州制は、国と地方の役割分担を見直し

た上で、国から地方に大幅な事務・権限を移

譲することにより中央集権体制を見直し、地

域の活力をもって、国の更なる発展を目指す

べきものであり、地方の求める真の地方分権

改革として取り組まれるべきものである。」

としております。 

 その上で次の段落ですが「九州地方知事会

としては、九州・山口地域の活性化と住民福

祉の向上を第一に、真の分権型社会の確立を

目指し、引き続き、市町村等との意思疎通を

深めながら、地方分権改革に関する議論に対

し、地方の立場から積極的に参画していく所

存である。」としており、市町村などからの

不安や懸念の声を踏まえて、意思疎通を深め

ながら議論に参画していくこととしておりま

す。 

 そして右側の３番目ですが、道州制につい

ては、国のあり方を大きく変革するものであ

ることから、まずは、国、地方を通じた統治

機構のあり方や、国民生活に与える効果など

について、理念や具体的な将来像を明らかに

していく必要があること、また、将来像を議

論するに当たっては、国の役割を国本来の役

割に限定し、地方の役割を拡大していくこと

を基本として、地方の意見を十分に踏まえ、

国民的な議論を行う必要があるとしておりま

す。 

 申しわけございません、再び10ページに戻

っていただいて、次に下から３行目でござい

ます。11月13日、町村議会議長の全国大会が

開催され、道州制に反対する特別決議が行わ

れております。 

 また11月20日には、全国町村長大会が開催

され、同じく道州制に反対する特別決議が行

われております。 

 また先週の12月３日には、この特別委員会

と県町村会、県町村議会議長会との意見交換
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会が開催されております。 

 ちなみに、町村議会議長全国大会と全国町

村長大会の特別決議の内容については、13ペ

ージをごらんください。 

 町村議会議長の全国大会では「道州制の導

入に断固反対する特別決議」という表題であ

り、まず１段落目「平成20年の町村議会議長

全国大会以来、あらゆる機会を通じて、道州

制の導入には反対であることを政府・国会に

対し強く要請してきた。」とし、次の段落で

「与党においては、「道州制推進基本法案」

を国会に提出する動きがあり、一部の野党に

おいては、すでに「道州制への移行のための

改革基本法案」を提出するなど、道州制の導

入を目指す動きが依然としてあることに強い

不信の念を抱かざるを得ない。」としており

ます。 

 そして次の段落、一番下の段落ですが、道

州制が導入された場合には、事実上の強制合

併を余儀なくされ、地域間の格差はますます

拡大するおそれが極めて強いとし、また、次

のページの４行目でございます、住民と行政

との距離が格段に遠くなり、住民自治が衰退

してしまうことは明らかであるという懸念が

示されております。 

 そして次の段落で「このような道州制は、

地方分権とは似て非なるものであり、国を弱

体化させるものである」とし、続けて、「む

しろ今行うべきことは、多様な自治体の存在

を認め、地域の自主性・自立性を高めること

を主眼とする地方分権改革を積極的かつ着実

に推進していくことである。」とし、最後に、

「道州制の導入には断固反対する。」と結ん

でおります。 

 次の15ページが全国町村長大会の特別決議

でございます。これも同趣旨でございます。

中ほどより下の４段落目「道州制は、地方分

権の名を借りた新たな集権体制を生み出すも

のであり、また、税源が豊かで社会基盤が整

っている大都市圏への集中を招き、地域間格

差は一層拡大する。加えて、道州における中

心部と周縁部の格差も広がり、道州と住民の

距離が遠くなり、住民自治が埋没する懸念が

ある。」としております。 

 そして最後に「我々は「道州制基本法案」

の国会提出と道州制の導入に断固として反対

していく。」としており、道州制基本法案の

国会提出自体に反対する内容となっておりま

す。 

 道州制関係の説明は、以上でございます。 

 

○溝口幸治委員長 審議事項については説明

が終わりましたけれども、今回、報告事項が

ありますので、報告事項について財政課の福

島課長から説明をお願いいたします。 

 

○福島財政課長 財政課でございます。 

 Ａ４縦の報告資料をお願いいたします。 

 県費負担教職員の指定都市への給与負担移

管に係る財政措置のあり方に関する合意につ

いて御報告いたします。 

 まず、１の経緯でございます。 

 現在、政令指定都市とその所在の道府県に

おきましては、指定都市の教職員の任命権は

指定都市が有している一方で、教職員定数に

係る権限は県が有しており、給与等の負担も

県が行っている状況にあります。 

 この制度上のねじれ状態の解消に向けて、

本年３月に閣議決定が、また６月に地方制度

調査会の答申があっております。抜粋を、そ

の下に載せております。それらを踏まえまし

て、これまで道府県と指定都市との間で協議

を進めてまいりました。 

 去る11月の14日でございますけれども、税

源の移譲等について合意がなされたものでご

ざいます。 

 ２の主な合意事項でございます。 

 まず１点目、税源移譲の税目と税率でござ

います。現行で４％となっております個人住

民税所得割の半分に当たる２％を移譲するこ
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ととしております。 

 ２点目ですが、税源移譲以外の一般財源に

つきましては、地方交付税制度により調整す

ることとし、その調整については国に要請を

したところでございます。 

 ３点目は、その移譲時期でございますが、

平成29年度を目途に、可能な限り早期に行わ

れるよう実務的な検討・準備を進めるという

ことになりました。 

 これらを受けまして、今後、国におきまし

て必要な法律の改正等が行われることになり

ます。 

 参考までに、熊本県と熊本市の税源移譲の

試算を載せております。 

 平成24年度の決算ベースで、熊本市に移管

する教職員給与費等は約343億円でございま

す。国庫補助金を除いた事務移譲に必要な一

般財源が260億円でございます。 

 今回の合意によりまして、税源移譲する額

は109億円で、枠囲みしている部分です。ま

た、残り151億円が、地方交付税等で措置さ

れることになります。 

 なお、この税源移譲が県民の税負担に影響

を及ぼすことはございません。 

 説明は以上でございます。よろしくお願い

いたします。 

 

○溝口幸治委員長 以上で説明が終わりまし

たので、これより質疑に入ります。質疑のあ

る方は、挙手をお願いいたします。 

 

○田代国広委員 先日、一般質問でもさせて

いただきましたが、熊日の新聞にも載ってお

ったんですけれども、私が賛成、重村先生が

反対のような内容になっておる気がしていさ

さか不満だったですが――あそこに記者が来

ておりますが――ここに特別決議てあるじゃ

ないですか。私はこれそのものに賛成である

と同時に、今、市がこれについて全く動いて

ないといいますか、声が聞こえないですね。

この道州制は県を廃止するわけですから、熊

本市なんかはもろ手を挙げて賛成じゃないか

と思うんですよね、何となく。目の上のたん

こぶが外れるような気がしてですね。他の市

がなぜ余り声を上げないかというと、たとえ

道州制になったとしても、俺たちは市だから

大丈夫だと、そういった考え方、そういった

思いがありはしないかと思うんですけれど

も、市側の反応はどうなのか、何かわかれ

ば。市の対応と申しますか、今の考え方と申

しますか、私自身はそういった憶測をするん

ですけれども、市の熊本に対する反応はどう

見られていますか。 

 

○小原企画課長 熊本市という……（「いろ

んな市ですね」と呼ぶ者あり）いろんな市で

すね、はい。（「熊本市ももちろんです」と呼

ぶ者あり）この市長会の取り組みにつきまし

ては、全国市長会で道州制の基本法案につい

ての提言をやられておられます。これはもう

基本的には知事会と同じスタンスでございま

して、自治体の機能拡大については、市町村

合併が前提となることへの懸念や地方分権改

革が停滞することへの懸念もありますという

ことで、この道州制の法案においても、道州

制の前提とするものではなく、道州制の基本

法案とすることは国民の誤解を招くことがあ

るのではないかということで、慎重な対応を

国に、国というか与党には求めているところ

でございます。 

 ちなみに、熊本市は道州制推進知事・指定

都市市長連合、知事と市長の連合会に加入し

ておられます、熊本市は、市長はですね、熊

本県知事と同じく。（「推進の立場で」と呼ぶ

者あり）はい、推進の立場でございます。 

 

○溝口幸治委員長 県内の市が、道州制につ

いてどう感じているのかという情報があれ

ば、原課長。 
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○原市町村行政課長 県内14市ございまし

て、春と秋には市長会総会が開かれていま

す。さきの秋の市長会においては、道州制に

ついて講師を招いて勉強会を開催されており

ます。 

 そういう中で、まだ市長会としては、道州

制について課題の整理とか勉強会をされてい

る段階と承知しております。 

 

○溝口幸治委員長 はい、ありがとうござい

ます。ほかにございませんか。 

 

○前川收委員 11ページ、道州制の話なんで

すけれども、９月26日の自民党の道州制推進

本部からの回答の概要が枠囲みになっていま

すが、ポツが４つあって、最後のポツの「地

方分権の推進については、現在の地方自治の

仕組みの下では、ほぼ限界に達しているとい

うのが当本部の基本認識である。」と。自民

党の本部の認識ですから、皆さんに聞くのも

変なのかなとは思っていますが、ここは非常

に含みが大きいと私は思っております。例え

ば道州制、現行の地方自治制度ということで

あれば、県と市町村という２層構造――もち

ろん国が一番上にあるんですけれども――こ

の構図的なものが限界なのか、もしくは県が

県として対応していくのが厳しいのか。だか

ら道州制のときには、いつも語られておりま

す基礎自治体の役割、権限を大きくするとい

う前提に立てば、今度は基礎自治体が今のま

まで対応できるのかと、いろんなとり方がで

きるというふうに思われる文言であります

が、何かこの内容については情報を持ってい

らっしゃいますか。本当は、私が聞かなけれ

ばいけないんでしょうけれども。 

 

○小原企画課長 具体的な情報は持ち合わせ

ておりません。 

 

○前川收委員 これは知事の答弁にも時々あ

るんですけれども、一般論でなぜ道州制が必

要なのかと言われると、現行の体制、地方自

治の体制では、国際人口減問題、国際社会へ

の対応が限界だという話がある。どうも、そ

こがいつもずれるんですね、いつもそこでず

れてしまう。なぜ現行ではだめなのかという

部分の説明が非常に弱いなというのが私は常

に感じていて、そこが曖昧であれば、結果と

してこの文言が法案に反映されるときに、基

礎自治体の力をつけろという話になるという

のであれば、町村会が反対なさっているのは

ごもっともな話ということになる。県が広域

連携をしていって道州にもつくらなければな

らないという議論があるとすれば、これは私

の持論なんですけども、今でも一部事務組合

で行政の仕事の連携というのは、制度上当然

できる。できるけどやってない。やってない

のは、やる必要がない。やっているのは有明

フェリーだけだと、熊本と長崎だけ。その

他、一部事務組合で一緒に仕事をしていると

いうのはないですね。法律上の仕事を一緒に

やっているというところはない。会議を連携

してやるのは当然ありますけれども、ちゃん

と自治の仕事を一緒にやっているということ

は多分ないというふうに思いますが、そこに

も結局、必要性というのが生まれてない。た

だ国は、何となくそこに限界を感じていると

いう表現だけで終わってしまっているという

ところが、これは別に自民党が言っているだ

けじゃなくて、全体の道州制のイメージ、ム

ードの中で、そのことが感じられて仕方な

い。 

 だからやっぱりそこは、この枠は県議会の

委員会ですから、知事がなぜ限界なのかとい

う部分をもうちょっと掘り下げて、ちゃんと

説明をするべきだというふうに思うのが一

つ。それと、もう一つは何だったかな、今言

おうと思っていたのは。 

 まず、その点について何か明確なお考えと

いうのが、いわゆる限界というものを感じて
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いるということが――仮に知事が道州制が必

要だという部分については、イメージとして

かなりかぶっているんですけれども――皆さ

ん側から何かあれば教えていただければと思

います。 

 

○小原企画課長 その前に、先ほどの自民党

の、委員がおっしゃられた限界であるという

ところについてでございますが、あくまでも

私見でございますが、前回の11月に自民党に

おきまして石田代議士のお話を聞いたときも

その話がありました。先ほども分権で御報告

を申し上げましたけれども、今後いろいろ国

から地方におりてくる分権に関しましては、

やはり地方が要望して、それに対して国が精

査して、それで、これはいいよというのを出

してくる。ところが今回も、例えば農地の転

用について、そういったものについては事後

送りで、今後また検討しますという話になる

ように、だんだんと分権の中身も小さくなっ

てくると。そういうことであれば、もう一気

に道州制にすることによって、より大きな分

権ができるんじゃないかというのが、この一

番最初に書いてある意図ではないかなという

ふうに、私は理解しております。 

 それと今の御質問で、知事の、その限界で

あるというお話でございましたが、道州制に

関してこの前の町村議会議長会会長の話をお

伺いしまして、やはり一番心配されているの

は、いかにその地域コミュニティーを維持し

充実させていくか、そのためには、やはり住

民自治を拡充していくというのが一番大事な

問題であろうと。それは先ほどの説明でも、

九州知事会、全国知事会でも同じようなスタ

ンスでございます。 

 一方、そういった視点と、もう一つは、や

はりＴＰＰにも見られますように、グローバ

ル化したこの経済・社会の中で、今後、地域

社会をどうやってつくっていくかという国家

的レベルの中で地方をどう運営していくかと

いう、やはりこの２つの視点が私はあると思

っております。 

 こちら側の、要するにグローバル化した社

会・経済の中でどうやって競争力をつけてい

くかということに関しては、やはり今後人口

が減少していく地域社会、これは市町村だけ

じゃなくて県そのものも小さくなっていくの

で、当然県の職員も減ってきますし、県の予

算も減っていく中で、当然分権はどんどん進

んでいく。その中で、当然市町村が負えない

ものについては、広域、水平補完もございま

すが、以前から前川委員がおっしゃっている

ように、県の立場としてもそれを支援してい

くという形になると、ますますこちら側のも

う一つの視点であるその競争力、産業政策と

か人材育成とか防災とか、そういった広域の

部分においての力をつける部分というのが、

拡充しなければならない部分が難しくなって

くるんではないか。そういった意味において

は広域防災あるいは観光、産業、農業政策、

そういったものについては規模を大きくした

ほうが、よりダイナミックでスピーディーな

対策がとれるというふうな理解をしておりま

す。 

 

○前川收委員 それは確かにそのとおりだと

思う部分があるから、だからこそ私は、一部

事務組合等々の活用というのは、当然道州制

の前段階としてあるべきじゃないかというの

を持論として持っているんですね。だから、

いつもそのことを言うんです。 

 というのは、市町村合併の前段に何があっ

たかというと、御承知のとおり、消防の一部

事務組合や上下水道の広域連携があります。

市町村は、自分たちが一つ一つの市町村で対

応できないと思われた、今おっしゃったよう

な県・県ではなかなか難しいと思われたもの

を広域連携をしていくために、法的な一部事

務組合をつくって、そこで一緒に行政事務を

やってきたという経験を、我々は地元でわか
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っているわけですね。ところが、知事はそう

おっしゃる中で、じゃあとりあえず、今おっ

しゃった防災とか消防とか、まあ何でもいい

ですよ。これだけは、まず九州知事会みんな

まとまって、一部事務組合をつくるとき全体

九州でやってみようという、そういう話ぐら

い出ても、それは今の法律でもできるわけで

しょう。できるはずですよ。しかし、そこは

ないんで、やっぱりそういうのをやりなが

ら、ああこれはいいよねという形が見えない

限り、何かこじつけの議論ばかりやるという

ことについては、非常に理解がしづらいこと

だと思ってます。その形をやってみせて、例

えば市町村民だって、我々だって、ああこれ

はこのほうがいいという意識が見えれば、ま

た道州制に関する見方が変わってくるという

ふうに思ってますけれども。これはあくま

で、ここの県議会の議論ですから、県でやれ

ることという部分については、私は九州の中

で一部事務組合をつくっても、今おっしゃっ

たような少子化とか、グローバル化という、

その中で対応するという話であれば、じゃあ

商工観光政策は全部九州一円でやってみます

かとかね、きちっと法的にやってみましょう

という……。とにかく九州一円の事務組合は

いまだに一つもないじゃないですか。一個も

ないですよ。他県は知りませんが、熊本は、

何回も言うとおり、有明フェリーだけです

よ。熊本、長崎、これだけ。ほかにはないわ

けですから、そういう試しをやるというのも

私は一つの方法だと思いますよ。重ねて言い

ますが、市町村はやっぱりやってきました、

一部事務組合というのをつくってきた。もう

県内のほとんどの地域にそういった広域行政

で処理すべきものという課題については、一

部事務組合の取り組みをやっている。残念な

がら、九州各県で全県が参加している一部事

務組合は聞いたことがありませんし、恐らく

２県の間の組合だってかなり少ないんじゃな

いかなというふうに思います。 

 次の委員会までで結構ですので、九州の中

の県単位の一部事務組合がどの程度あるの

か、御報告いただければと思います。 

 今のはよかです、答弁は。 

 

○重村栄委員 知事の発言等でも、今の枠組

みだと限界があるという言葉が、よく聞こえ

ます。先ほど、議論の中で出てきていますけ

れども。東北地方は、今度の震災を踏まえて

復興に県単位の枠組みでは無理だというお話

とか出てきていますけれども、その東北のは

ちょっと別として。現実的な話として、今、

熊本県、皆さん方行政をされていて、今の枠

組みで何か困ったことがあるんですか。これ

はこう困るんだとか、限界を感じたことが具

体的に何かありますか。よくその関連のをお

っしゃるが、その具体的なものを聞きたいん

です。それと、将来ビジョンとして、こうし

たほうがもっとよくなりますとか。そういう

のはわかるんですが、じゃ今現在、何か困っ

てるのか、今限界を感じているのか、どこに

今限界があるのかという、それが何かあれ

ば、具体的に聞きたいんです。 

 

○小原企画課長 小さい例でもよろしゅうご

ざいましょうか。（「何でもいいから、具体的

にあれば」と呼ぶ者あり） 

 その前に、前川委員が先ほどおっしゃられ

た、その一部事務組合等は調べておきます。 

 ただ、九州知事会の中では現在、政策連合

とか、広域連携ということで、一部の環境と

か、福祉とか、そういった面では、協同でき

るものについてはいろんな試みが今なされて

いる状況ではございます。 

 それから済みません、私が昨年まで観光課

長をやっておりましたので、観光の分野で申

し上げますと、九州全体で取り組む方策とし

ては九州観光推進機構ということで、九州各

県、それから民間企業、これはＪＲの石原会

長がトップでやっておられるというところで
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ございます。この九州観光推進機構というの

は、全国でも例を見ない非常に先進的な取り

組みをなされておられて、九州観光アイラン

ド特区ということで、特区の申請までして、

それが認められて、今その準備も進めている

ということで、外国への誘致をされておられ

ます。 

 ということで、こちらは進み方が非常に進

んでおるんですが、その中で例えば、そうい

う機構があっても道州制だったらさらにダイ

ナミックで、強力な、スピーディーな取り組

みができるというのは常々感じておりまし

た。 

 というのは、例えば一つの具体例として、

人吉を、球磨地方を、今回九州の中心として

売り出しをしようと。その際、鹿児島空港と

宮崎空港を使って、３県連携のものをやろう

といった場合に、これはやっぱり熊本県だけ

ではなかなか難しいものがございます。逆

に、それを九州観光推進機構でやると、北の

ほうが「なぜ南だけするのか、一緒にやれ」

という話にもなります。だから、集中と選択

というのがなかなか難しい。じゃその次は、

世界遺産の暫定リストに、今度は長崎と天草

を一緒にパッケージにして売り出そうと、長

崎空港を利用した天草ツアーをやろうといっ

た場合に、これも単県だけではなかなか難し

いものがございます。逆に、これを九州観光

推進機構でやるとしても、今度は南のほうか

ら話が出ます。かといって、じゃ今度は九州

の全体のイメージを、これはやはり九州は阿

蘇だよねと、阿蘇で売り出そうといっても、

九州観光推進機構では、九州は阿蘇だよとい

うのはなかなか難しい部分があるんじゃない

かと思っております。 

 そういった意味では、やはり九州が一体と

なって首長さんがそこに一人おられて、これ

でいこうと言えば、そこは非常にスピーディ

ーに話が進むんではないかと思っておりま

す。（「そういうことはせぬでん、出てくるた

い、議論は」と呼ぶ者あり）そういうことで

ございます。 

 

○溝口幸治委員長 ほかにございませんか。 

 

○大西一史委員 今の答弁をずうっと聞いて

いるだけでも、結局、県庁の中では何も考え

てないのかなという、道州制について整理が

できてないのかなという気がします。知事も

要は、今の仕組みの中では限界であると。だ

から、そのパラダイム転換としての道州制と

いうことをおっしゃっているんだろうと思う

んだけれども、要は、何が限界で、何ができ

ないのかという整理ができないままに、その

道州制を推進するということに踏み切ってい

るということに関しては、非常にこれは行政

当局として考えていく中で、私は問題が多い

んじゃないかなというふうに思うんですよ。

その一部、今観光の話はおっしゃったけれど

も、じゃ産業政策の面、農業政策の面、それ

ぞれの個別分野でどのくらい調べておられま

すか。国際競争力という意味で、県でやるよ

りもオール九州でやったほうが、いいメリッ

トが出るものというのは、どれとどれとどれ

が出るのかということを、ちょっとお答えい

ただきたい。――いやいや、その整理ができ

てないと、この議論は進まないということな

んです。 

 

○内田総括審議員 済みません。先ほど小原

課長が申しました観光等の分野での一体性と

いうのがありますけれども、あと一つ、道州

制で九州が一体となってという仮の話で議論

しますと、一つは今の現状というよりも、い

わゆる分権の中で都道府県の出先機関が持っ

ている権限を地域のほうに持ってくる、その

場合に道州制の近接性、いわゆる九州の中で

ある程度、東北とか東京とかという関係な

く、地域の中である程度、九州というエリア

の中で決められる国の権限をどういうふうに
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確保するか、また九州という一体性を持った

動きができるかという、その２つが道州制の

一つのメリットであります。特に現在、都道

府県というよりも国の権限を持ってくる九州

整備局ないしは農政局、経産局で、今国が地

方レベルで行っているものをどういうふうに

確保するかという意味合いでは、やはり道州

制的な、九州府的な固まりがどうしても必要

だということで、出先機関改革でいろいろ九

州地方知事会が一緒にやりましたのも、やっ

ぱりそういうような視点があると思います。 

 ですから、単に今の段階でのレベルという

話ではなくて、将来の分権も見据えたところ

での中に、道州制の議論があるということを

お考えいただければな、というふうに思いま

す。 

 ただ、やはり対アジアとか、いろんな意味

では先ほど課長が言いましたように、熊本県

だけではどうしようもない部分もあります

し、やはり九州というくくりをどうするか。

これは個別に、また事柄を集めて一体となっ

て行っていくべきものがありましょうし、政

策連合とか政策連携の中で、今度はいわゆる

一体となった本当の意味での、いわゆる事務

組合的なものを徐々につくり上げていく必要

もあるかというふうに思っています。 

 

○大西一史委員 それでもね、やっぱり私が

問いかけたことの答えになってないです。内

田さんがおっしゃったようなことのくくりで

考えなければいけないというのはわかるんで

す。我々もそう思っているんですよ。やっぱ

り少子化、人口減少社会の中で団体の自治の

組織のあり方をどうしていくのかということ

は、やっぱり当然機構改革の中でも考えてい

かなければいけないことだし、逆にそういう

中で住民自治をどう充実させていくのかとい

う人はいるんだけれども。だけど結局、この

前の委員会の視察で皆さんからお話を聞いて

きたとおり、推進の方は、ずうっとグローバ

ル化が必要ですよ、だから道州制なんですよ

とおっしゃる。人口減少社会に対応するため

にも変えていかなければならない。で、一つ

になったほうが世界的にも競争力は高まりま

すということはおっしゃるけれども、それを

さらに具体的に、どこが足りないからどうし

なければいけないのかという整理は全くでき

てない。分野別にも、観光は多分メリットは

出る。例えば今、私も以前議論したと思うん

ですけれども、中国の上海事務所とかああい

うのが、各県で出すよりも、もう九州全部で

一つにしてやったほうがいいじゃないと、お

金をちょっとずつ出し合って、というような

ことも僕は前に話した。そういうこととか出

るかもしれないけど、例えば、農業分野でど

の辺で一緒に九州でやれば、果たしてそれが

国際競争力となっていくのか、あるいは医療

ツーリズムみたいな話もあったけれども、そ

ういったものも含めて医療の分野ではどのく

らいオール九州でやったほうがいいのか、そ

ういったメリットが出る部分というものの、

その分野別の各部局ごとの整理であるとか、

やっぱりそういったことを、知事がああやっ

て進めるとおっしゃるんであれば、僕は、県

の組織の中で整理をされていかなければなら

ないと思うんです。仮にどんな形になるにせ

よですね。だから、そこはやっぱり今から我

々も議論していかなければいけないところで

はあるんですが、そういう整理をするように

やっていただきたいということ。 

 もう一つお尋ねは、知事がこの町村会の役

員と意見交換をした。で、知事は前のお話の

中では、ある程度話が深まったというか、意

思の疎通ができたとおっしゃっていたけれど

も、この前、町村会の代表の方、あるいは町

村議会議長会の代表の方からは、明確に反対

であり、知事とは真っ向から意見が対立して

いるわけですよね。この状態に対して、町村

会の意見に対して、知事は今何とおっしゃっ

ているのかということですね。そこを、まず
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お聞かせいただきたいのが１点。 

 それと、道州制を推進するに当たって具体

的にどういうことを整理しておきなさいよと

いうことは、さっき言ったようなことも含め

て、何か執行部に指示をされているのかどう

か、この２点。２点目は、わかりますかね。

要は、道州制を推進するというのは方針とし

ておっしゃっているけれども、その推進に当

たって、事務的なものの整理であるとか、そ

ういったものをどういうふうにしろというよ

うな指示があったのかどうなのか。あってい

るのか、ないのか、そこを聞かせてくださ

い。２つ。 

 

○小原企画課長 まず１点目につきまして

は、前回の町村会との会合に対しての知事の

感想ということでございますね。 

 それに関しましては、知事はかねがね、そ

れぞれ道州制に対してはいろんな意見がある

と、この議論をお互い意見を交換していくこ

とが大切な過程であるというふうに、いつも

おっしゃっております。 

 この前、前回の田代委員の答弁で申し上げ

たとおり、市町村の規模についても、それは

さまざまな規模、形があっていいと。それは

住民が望む地域のあり方に応じてさまざまな

形があっていいんじゃないかということで、

それができない市町村に対しては、県が支援

をしていくといった、そういったサポートを

する仕組みをつくっていくことも考えていく

べきじゃないかと。場合によっては、道州制

になっても県のような組織は残して、一時的

には残していくんではないかと。決して行革

のための道州制ではないということを言われ

ております。 

 ２点目に、その具体的な指示と…… 

 

○大西一史委員 ちょっと。それとね、その

１点目のところで、この前の９月６日の意見

交換の後の話だけじゃなくて、この前、県議

会の委員会に出てこられて、町村会は明確に

反対をされたということに対しては、何かお

っしゃっていますか。この前、委員会で出た

でしょう。 

 

○小原企画課長 ３日の日に。 

 

○大西一史委員 そうそう。その情報は当

然、知事には伝わっていますか。 

 

○小原企画課長 もちろん、はい。 

 

○大西一史委員 これに対しての感想はどう

だったのかということです。 

 

○小原企画課長 今と同じでございます。 

 

○大西一史委員 では、２点目を。 

 

○小原企画課長 はい。２点目につきまして

は、具体的な指示については出ておりませ

ん。 

 

○大西一史委員 とにかく、だからそういう

意味では、道州制の話はどうも空中戦の議論

なんですよ。道州制という何か見えないお化

けの話をみんなでしているような感じがし

て。だから私は、そこがこの議論に対しては

非常にわけがわからなくなっているというふ

うに思うんですね。町村会というのは、一つ

はやっぱり合併に対する強い抵抗心、感とい

うか、こういったものがやっぱり一つの基礎

となって反対ということになってますけれど

も、県の推進ということに関しては、よく整

理してみるとやっぱり漠然としたこの、今の

ままでは限界だよねという、ここの部分に対

してのその危機感はあるということで一つの

推進という形になっているとは思うんだけれ

ども。じゃあ、それが具体的にどうかという

ことに関しては、そこはやっぱり十分な整理
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ができてないし、知事がそもそも道州制推進

だと言っているのに、制度設計とか課題とか

論点の整理を指示していないということは、

そこはやっぱり問題だと私は思うんですけれ

どもね。だからそういう意味では、それは知

事に本会議なり何なりで、これからまた問う

ていかなければいけないことだろうというふ

うに思うんですが、事務方としてぜひやって

いただきたいのは、今の県の単位よりも九州

でやったほうがいいこと、明らかにこのメリ

ットが出そうなことというのが何なのかとい

う整理ですね。逆に言えば、県単位でやった

ほうがいいんだというようなその整理、そう

いったものをやっぱりもう少し緻密に分析を

する研究会でもつくってやっていったほうが

いいと思います。推進するにせよ、どうなる

にせよですね。それがやっぱり、逆に言え

ば、分権の本当に必要な分権というのは何な

のかということを追求していくことに、私は

結果的になるというふうに思うんですね。だ

から、そういうことをぜひやっていただきた

いと思うんですけれども、いかがでしょう

か。 

 

○内田総括審議員 今、委員からいろいろ御

指摘を受けております。平成19年から、この

委員会でも議論をしてまいりました。その前

に、九州では17年ぐらいからずっと議論を行

っておりまして、九州地域戦略会議をベース

に、民間の方も入れてやってきたという経緯

があります。 

 実はその中で、平成20年に道州制の九州モ

デルというのをまとめております。その中に

は、ある面ではそういうときに、道州制と

は、それから必要な理由、それから先ほどあ

りました目指す姿と効果、役割分担、それか

らメリットにつきましては我々一緒にやりま

して、道州制が将来こうなるということを、

７つの分野である程度まとめておりました。

ただ、今の議論、やはりそういう具体的な情

報発信が非常に足りなかったかなというふう

に、ちょっと反省をしております。もう少し

この、まあ20年という少し前の議論だったも

のですから、なかなかこれを俎上にのせな

い、ベースにしない議論をつい最近はしてき

たのかなと思いますので、今後、なぜ道州制

が必要かという原点に戻りながら議論をして

いきたいというふうに思っております。各分

野、ビジョン、道州制になればこういうふう

な世の中ができるんじゃないかというふうに

まとめておりますので、今後、周知を徹底し

たいというふうに思っております。 

 

○大西一史委員 今の九州モデルについては

私も十分内容を承知しているんですが、要

は、だからそれを本当に熊本県の中できちっ

と各部で整理するという作業が、私はやっぱ

り必要だというふうなことを、もう一度申し

上げておきます。 

 だからＰＲが足りないというんじゃなく

て、さらにそれよりも、もう議論が進んでき

て法案まで出ようという段階になっているわ

けだから、であればという段階での整理が必

要だということです。既に兵庫県あたりで

は、道州制になるときのメリット、デメリッ

トあたりは今論点整理、もう全部出していま

すよね。もう、ごらんになっていると思うけ

れども。今まだ中間報告の段階で、10月の半

ばか、11月ぐらいに出ていましたけれども、

そういうふうにやるところは、やっぱりやっ

ているんですよ、自治体においてもね。だか

ら、やっぱりそういう整理というのは、私は

必要だと思いますので、申し上げておきま

す。 

 

○重村栄委員 今、大西先生がおっしゃった

こととかぶるのが多々あるんですけれども、

大西先生がおっしゃったことにあわせて、町

村長さんたちのお話、あるいは町村議会の議

長さんたちのお話を聞いていて、それと皆さ
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ん方等のお話を聞いていて、一方は非常に自

分の足元のことのお話をされているけれど

も、皆さん方から聞くお話は、ビジョンをお

話しになる。ここにすごく現実と理想のギャ

ップがあるんですよ。私自身は、道州制のよ

さも理解しているつもりですし、問題点も感

じている。両面あって、感覚的にはニュート

ラルで見ているんですけれども、ただ話がか

み合ってないのは、この現実論と理想論の間

のギャップが余りにも大き過ぎるから、ここ

でお互いがいつまでもかみ合わないだろうと

思うんですね。議論が進まないと思うんです

よ。 

 理想論だけしゃべるんじゃなくて、一方で

は現実論をもうちょっときちっとしゃべって

いかないと、このギャップは、いつまでたっ

てもずっと埋まらないですよ。そんな感じが

します。さっき私が質問したのは現実論のほ

うの話なんですね。それで、出てくる答えは

わずかなんですよ。本当は皆さん方が限界を

感じているんだったら、これもあります、こ

れもあります、これもありますと、ずっと出

てこないかぬとですよ。出てこないというの

は、さっき大西先生がおっしゃった整理が、

皆さん方自身ができてないということなんで

すよ。その中で話しても、相手には通じない

はずなんですよ。そういった、皆さん方自身

は、皆さん方自身としてのいろんな考えがあ

っていいんですけれども、やっぱり聞くほう

の求めている答えを出してやらないと、この

話は全然かみ合わないし、進まないというこ

とだと思うので。そういった意味で、もう少

し内部できちっと整理をして、どこにどうい

う問題点があるのか、自分たちは何を限界と

して感じているのか、そこから話さないと。

自分たちが限界を感じてなかったら、限界だ

限界だと言っても通じないんですよね。具体

的にこういう限界がある、そういうことまで

きちっと整理をしていただいて、そしてお話

をしていただくように要望しておきたいと思

います。 

 

○溝口幸治委員長 ほかにございませんか。 

 

○松田三郎委員 これ地方分権のほうもいい

んですね、一緒に。 

 

○溝口幸治委員長 はい。 

 

○松田三郎委員 地方分権の質問の前に、大

西委員や重村委員がおっしゃったように、こ

れは私の勝手な推測かもしれませんが、この

委員会の性質は、前回の意見交換会の中で、

皆さんスタンスは申し上げました。知事はあ

あ言うけれども、恐らく皆さんはその限界を

感じてないとか、余り知事が言うけん、ちょ

こちょこせないかぬたいというぐらいのこと

かな――マスコミいらっしゃいますけれども 

――そういった、ある意味では同情的にそう

いう感覚もあるのじゃないか、だからそうい

う整理も進まないのかなというのを、ちょっ

と実感をいたしました。 

 来年の２月議会で、もしこの委員会、大体

年度最後になろうかと思いますので、お二人

がさっきおっしゃったように、例えば町村

会、町村議会議長会の御心配に対して――も

し進めるんであればですよ――その整理をし

て、デメリットもあるけれども、こういう一

つ一つメリットもあるんですよ、これは今の

枠組みでは無理だから道州制を推進しなけれ

ばならないというような、具体的な何かを出

していただいて、しかも町村長さんたちの心

配はこういうところでフォローできるんです

よ――それは国がやることかもしれませんけ

れども――少なくとも知事が推進をしたいと

言っているのであるならば、そこまで次の委

員会までに何か出していただくような努力を

していただきたいというのが、意見の一つで

ございます。余り小原課長だけじゃ、ちょっ

と休憩していただいて、今度は報告事項もい
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いですか。 

 

○溝口幸治委員長 はい。 

 

○松田三郎委員 財政課長から御説明があり

ましたけれども、きょうは教育政策課長も御

出席だと思います。 

 確かに今まで政令市に関しては、制度上ね

じれがあった。これは常任委員会等々でも指

摘されていたことでございました。比喩的に

言いますと、政令市ができるまでは、県と熊

本市は大体親子ぐらいだったのが、政令市に

なって兄弟ぐらいになった。兄・弟です。教

育のこの分野に関して言うならば、まさに今

回このままいくならば、人事もお金も、県に

ほぼ頼らなくても団結して執行できるように

なると、まさに双子ぐらいになって余り言う

ことを聞かぬごとなるとじゃなかろうかと、

表現はちょっとあれでございますが。 

 そこで、今も我々が聞いているところで

は、県教育委員会と熊本市教育委員会は仲が

悪いとまでは言いませんけれども、非常にや

っぱり連携が――県のほうは、しましょう、

しましょうというようなスタンスだそうでご

ざいますけれども――必ずしもうまくいって

ない部分が多いという話も聞いております。 

 それで、この給料の面ですね、これは大き

いと思いますけれども、人事、任命権プラス

異動等もそうでございましょうけれども、そ

の給料、これがさっき言いましたように、熊

本市教育委員会である程度独自にできるとい

うことになると、熊本市を含めた、例えば県

の教育委員会がつくる計画でありますとか、

あるいはいろいろな――これは熊本市、ほか

の県内の市町村、教育委員会を全部含めた何

か同じことをやらなければいけないというよ

うなことに対して、当然熊本市もそれに対し

ては対象に入るべきものも結構あると思うん

ですね、引き続き。なのに――ここから先は

ちょっと質問しにくかですけれども――いろ

いろお願いなり要請なり――指導・監督とい

う言葉は今使われるのかどうかわかりません 

――やった場合に、ちゃんと熊本市が―― 

さっき言いましたように――言うことをして

もらえるんだろうかというような不安が漠然

としてあるわけでございますが、それの何

か、いや、それはちゃんとできますよという

ような法的な根拠でありますとか、あるい

は、そういうのはないけれども、こういった

工夫や努力をしていますというのがあれば、

教えていただきたいと思います。 

 

○能登教育政策課長 委員おっしゃいますと

おり、給与あるいは人事権等につきまして

は、今般、指定都市、熊本市の方に移譲する

ということになります。 

 給与の水準も含めまして、一応法令の範囲

内で熊本市が定めるということになります

し、実際の人事異動につきましては、もう既

に熊本市が行っております。 

 ただ、県と市の協力関係につきましては、

政令市移行後、本県の教育委員と市の教育委

員の会合も頻繁に開いておりますし、懇親会

といいますか、そちらも開くなど円滑な関係

ができますように留意しているところでござ

います。また、実際、熊本市の教育長も、私

どもの教育長のところにもよくおいでになり

ますし、良好な関係が築かれているものと考

えております。 

 また事務方につきましても、それぞれの担

当の相手方、私の場合は市の教育政策課長が

いらっしゃいますし、そちらともお互いに行

き来しますし、人事関係では学校人事課長と

教職員の向こうの課長も、よくといいます

か、定期的に会合を開くなど、意思疎通をで

きるだけ図るような対応をとっております

し、引き続きこのような関係は継続していき

たいというふうに考えております。 

 以上でございます。 
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○松田三郎委員 わかりました。 

 じゃあ確認ですけれども、ここに書いてあ

る任命権、定数、給与以外については、政令

市であろうとも、ほかの県内の市町村教育委

員会と同じような扱いといいますかね、と考

えていいんですかね、それ以外の事項につい

ては。 

 

○能登教育政策課長 それ以外に研修等につ

きましても、市のほうに移譲になっておりま

すし、実際の内容につきましても、教科書採

択等につきましても熊本市でやられておりま

す。 

 

○松田三郎委員 結構です。 

 

○溝口幸治委員長 ほかにございませんか。 

 

○田代国広委員 今回の一般質問で、私は基

礎自治体について聞いたんですけれども、答

えは今課長がおっしゃったように、いささか

曖昧で余りよくわからなかったんですが、そ

のヒアリングの中で、知事は推進論者として

既存の町村、自治体を保持することを前提に

して推進論に立っていると聞いたんですよ

ね。今の町村は守っていくんだ、その前提に

立って推進の立場で言われていると聞いたん

で、いささか無責任じゃないかと思ったんで

すね。今の町村が保持されるならば、町村会

なんかこんなことしなくていいんですけれど

も、この道州制の導入によって町村会はなぜ

反対するかというと、ここに書いてあるよう

に、恐らくやっぱり小さい町村はなくなるで

あろうと。そういった心配があるからこうし

た反対をするんですが、知事は逆に守ること

を前提にして賛成論をおっしゃっていると聞

いたんですけれども。それで本当に守れるな

らば、余り具体的なビジョンというのは示さ

れないし、曖昧なことをここに書いてあるん

ですけれども、例えばしっかりと担保される

ならいいんです。この道州制の議論の中で、

今の町村を守っていくんだということがしっ

かりと確実に担保されているのならば、知事

が言われているのもわかるんです。町村会が

なぜ反対するかというと、それは、担保され

ていない不安があるからこういった反対をさ

れていると思うんですけれども。知事は、道

州制になっても、今の町村が本当に担保され

ると確信を持っておられるんですかね。 

 

○小原企画課長 確信というよりも、道州制

がどうなるか、今後わからないですけれど

も、準備として、あるいは道州制が成ったと

きを踏まえて、今の基礎自治体である市町村

に基本的な住民サービスを行えるような仕組

みをつくっていかなくてはならぬと、その上

では県もしっかりそれを支援していきますと

いう考えでございます。 

 

○田代国広委員 道州制になったら法律的に

県はなくなるわけでしょう。 

 

○小原企画課長 県は、道州制になればなく

なります。なくなりますが、その移行期間、

そういったものを含めた間は、しばらくは県

がそういったものを肩がわりするとか、県は

残してもいいではないかというのが知事の考

えでございます。 

 

○田代国広委員 資料にも、そういった小さ

い自治体は、道州制のほうから手伝いして支

えていくと書いてあるんですけれども、今度

の基本法案の中みたいなところには。他方で

違ったことが書いてあるんですよね。ですか

ら、恐らくあれを書かないと反対するから、

同意を得るために書いてあると思うんですけ

れども。いずれ支援しておっても、やはりこ

の分権を進めるならば、最終的には受け皿と

して小さいところは収れんされていくであろ

うというふうな可能性が極めて高いというの
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が町村会であるし、私もそう思っているんで

す。ですから、これを本当に担保されるなら

ば余りこの議論はなくてもいいと思うんです

けれども、これ心配をしておりますので、ぜ

ひそれが担保されるようにお願いしておきま

す。 

 

○溝口幸治委員長 知事がおっしゃったの

は、いわゆる市町村の自治体をどうするかと

いうのは住民が決めることなので、もしも今

の規模で残りたいという自治体があるのなら

ば、それについては県としても最大限のお手

伝い、配慮をしたいという話だったですよ

ね。（「そうです」と呼ぶ者あり）確認です。

はい。いいですね、それで。はい。 

ほかにございませんか。 

 

○松岡徹委員 今までの議論の関係で、以前

知事が道州制シンポジウムで発言しているの

で、なぜその道州制かというので、凝集性と

多元性と言っているね。九州としての固ま

り、凝集性と多元性と。私は多元性というな

らば、わざわざそれぞれの県をなくさないで

残して、それぞれの県の持ち味と九州のまと

まりとしての持ち味をグレードアップをする

と、これは両方あったほうがうまくいくと思

うんですよね。 

 それからもう一つの具体例で知事が言って

おったので、観光ＰＲなんかで、九州の観光

ＰＲをするんだけれども、熊本県のところだ

け色がついていて、あとはまっさらとかそう

なっていると。そういうのを一つの例として

知事がおっしゃっておったんだけれども、今

までの議論との関係でも、そんなものは観光

ＰＲでいえば、熊本も協調するけれども、九

州各県の観光ＰＲもあわせてやるようなこと

は当然可能でしょう。そんなことは何かこ

う、まさに瑣末なことをおっしゃるなと思っ

て僕は聞いておったんですけれども、そうい

うことは現実できるわけでしょう、道州制に

ならなくても。 

 

○溝口幸治委員長 質問ですか。 

 

○小原企画課長 そのような話を聞きまして

――また申しわけございません、昨年、私、

観光課長でございましたので――そのような

九州一体となったパンフレットをつくらせて

いただきました。以上です。 

 

○松岡徹委員 そういうことだと思うんです

よ。その道州制にならなくても、いろんなこ

とで連携してやっていけばできることがいっ

ぱいあるし、九州のグレードアップも、各県

のグレードアップもあわせてやるというよう

な探求が必要じゃないかなというのが一つ。 

 もう一つ。去年の９月の委員会で、こうい

う問題提起というか、意見を述べたんですけ

れども、何しろ道州制の論者というかな、共

通しているのは明治以来の都道府県制はもう

制度疲労、限界と言われてね。それで、これ

はお隣の重村委員が委員長だったときで、委

員会でちょっと検討してほしいということ

で、全国知事会が地方分権下の都道府県の役

割という研究会報告書を出しているわけね。

その中で都道府県の現在の役割とか、将来像

とか、かなり詳細に書いているんですよ。こ

ういうのを委員会でも議論したらどうかとい

うふうに問題提起をしたんだけれども。私

は、ちょっと執行部に聞きたいんですが、こ

の報告書は３年間かかって、例えば西尾さん

なんかも加わって、３年間も知恵を集めてま

とめた報告書であるわけですね。まさに、そ

の地方分権を進める中で、都道府県がいかに

大事か、今どういう役割を果たして、これか

らどうあるべきかというのを触れているわけ

ですけれども。さっきも話があって、なぜ都

道府県ではいけないのかという問題に対する

回答でもあるわけですよ。都道府県でいいん

だと、都道府県はこれだけ大事なんだという
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ことがるる書いてあるわけですけれども、こ

れについては熊本県としてはどういう扱いを

したのかですね。顔ぶれが変わっているから

わからないかもしれぬけれども、どうです

か。その点をまず最初に伺いたいと思いま

す。 

 

○溝口幸治委員長 報告書の存在。 

 

○小原企画課長 まず報告書については、済

みません、承知しておりません。その後どう

対応したかも把握しておりません。申しわけ

ございません。 

 

○松岡徹委員 これは私は、そこの議会の図

書室から借りてきたんだけれども、執行部も

持っていると思うんですが。問題は、これが

出されて、これは平成13年なんだけれども、

その後、僕は全国的にいろいろ調べてみた

ら、こういう研究報告書に基づいて、それぞ

れの県と市町村の役割とか、ここで提起され

ている問題について、各県が、例えば神奈川

県、愛知県、山梨県、奈良県、青森県、岩手

県、福島県とかが、この報告書に基づいた、

そこそこの整理をしているわけですよ。熊本

県には、そういうのがありますか。これ知ら

ぬけん、すぐわからぬかもしらぬけれども、

ちょっと読んだから。 

 

○溝口幸治委員長 存在がわからないので多

分、ないようですよ。松岡先生、報告書を知

らないとおっしゃっているので。 

 

○松岡徹委員 これは知らぬかもしれぬけれ

ども、熊本県としての地方分権下における熊

本県の役割についてまとめた文書があるかと

いうこと。 

 

○小原企画課長 申しわけございません。承

知しておりません。 

 

○松岡徹委員 それでね、私は知事にも言い

たいんですよ。この全国知事会が３年間もか

けて、都道府県の役割がいかに大事か、これ

からどういう役割を果たさないかぬかと。例

えば、こんなふうに書いてあるんですけれど

も、創刊の言葉で結論的なことで、これから

の都道府県の役割としては、①広域的課題へ

の対応、②市町村に対する支援、補完、③地

域の総合的なプロデューサー、コーディネー

ターという３つの役割を担っていく存在とな

ることが求められているとの結論を得たもの

であると、こう書いてあるわけですね。 

 だから、こういうものに基づいて熊本県と

してのきちっとした分析と検証とプランニン

グをやって、その上で県ではだめなんだ、道

州制なんだというなら百歩譲って話はわかる

けれども、そんなのもしないで、夢だ何だか

んだで道州制をやる、そういうあり方は、私

はもう本当によろしくないと。 

 きょう提起したのは、今わからないという

ことだったから、もう駒崎さんたちもやめて

いないから、古い人たちにも聞いて調べても

らって、これは熊本県として歴史的にどうい

うふうに扱われたかということと、これに基

づいて各県がやっているように、これは、た

だ全国知事会が一般論としてまとめたわけじ

ゃなくて、やっぱりそれぞれのところでプラ

ンニングをするように、分析をするようにま

とめたものなんですよね。それがやられてい

るのか、やられてないのかという事実の問題

として、まずきちっと調べてもらって、ない

ならないと、なぜしなかったのかと、あるな

らばどういう中身があるのか、そこではどう

いうことが提起されているのか、それと今の

道州制の関係というのはどうなるのかという

ことを、今後引き続きちょっと伺っていきた

いと思いますので、その点。 

 

○溝口幸治委員長 今の松岡先生の、御要望
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でいいですね。 

 

○前川收委員 済みません、一つだけ。これ

は、答弁は多分要らないと思いますが、先ほ

ど観光の九州何とか機構、何だったっけ。

（「九州観光推進機構」と呼ぶ者あり）九州

観光推進機構というのが頑張っていただいて

いることは、よく存じております。 

 僕が言っていた一部事務組合と道州制と抜

本的に違いがあって、多分観光というのは、

ほぼ民間でやっていらっしゃる、それに行政

が乗っかっているという状況なのかなと思っ

て、それはかなり根源的に違うんです。 

 というのは――こんなことを我々議会側か

ら言っちゃいかぬのかもしれませんが――そ

の観光機構には議会は何ら役割はないんです

ね。広域の仕事であろうが、いわゆる役所の

仕事ということから見れば、今の議会制民主

主義の中では一定のチェックが必要だという

のは、これは当たり前のことです。だから、

さっきの話は、もちろんそれは多分、僕は民

間と思っている。民間に県が応援している

と。会長は、何か民間企業のＪＲの会長なん

でしょう。ですよね、これ民間ですよね。も

ともと国営企業だったけれども、今は民間で

すよ。民間の会長がやっている民間の機構

に、行政が協力しているという見方で見てい

ます。ただ、観光の場合はそちらのほうが機

能的だろうと思いますから、それはいいんで

すよ。ただ、御承知おきいただきたいこと

は、それそのものが道州制との比較として

は、例としては少しおかしいということだけ

は御指摘させていただきたいと思います。 

 以上です。 

 

○溝口幸治委員長 ほかにありませんか。 

  （｢なし」と呼ぶ者あり） 

○溝口幸治委員長 なければ、これで質疑を

終了いたします。（「委員長、済みません」と

呼ぶ者あり） 

 

○能登教育政策課長 申しわけございませ

ん。先ほどの松田委員からの御質問の際、定

数と申し上げましたが、定数とセットで学級

編制権につきましても当然移譲になっており

ます。申しわけございません。 

 

○溝口幸治委員長 ほかに何か発言あります

か。ありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

○溝口委員長 なければ、これで質疑を終了

いたします。 

 それでは、続きまして閉会中の継続審査に

ついてお諮りをいたします。 

 本委員会に付託の調査事件については、審

査未了のため、次期定例会まで本委員会を存

続して審査する旨、議長に申し出ることとし

てよろしいでしょうか。 

  （｢はい」と呼ぶ者あり） 

○溝口幸治委員長 御異議なしと認め、その

ようにいたします。 

 その他、何かございますか。 

  （｢ありません」と呼ぶ者あり） 

○溝口幸治委員長 はい。なければ、これを

もちまして第16回道州制問題等調査特別委員

会を閉会いたします。 

 お疲れさまでした。 

  午前11時18分閉会 

 

 

 熊本県議会委員会条例第29条の規定により
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